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規 則

北海道職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則
（ 旨）

第１条 この規則は、北海道職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する条例（平成 年北
海道条例第 号。以下「費用償還条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの
とする。
（大学院派遣研修）
第２条 費用償還条例第２条第２項の規則で定める研修は、次に掲げる要件のいずれにも該
当するものとして知事が定める研修とする。

公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
道が必要な費用を支出するものであること。
費用償還条例第２条第２項の職員の同意があらかじめ書面により行われるものである
こと。
（大学院派遣研修費用）
第３条 費用償還条例第２条第３項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

北海道職員等の旅費に関する条例（昭和 年北海道条例第 号）による旅費
大学院派遣研修に係る大学院等の課程（学校教育法（昭和 年法律第 号）に基づく

大学の大学院の課程（同法第 条の２第４項第２号の規定により大学院の課程に相当す
る教育を行うものとして認められたものを含む。）又はこれに相当する外国の大学（こ
れに準ずる教育施設を含む。）の課程をいう。以下この条において同じ。）に在学して
当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等（同法に基づく
大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。）に対して支払う費用
大学院派遣研修に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で
必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
（道又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人）
第４条 費用償還条例第２条第４項の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

公庫の予算及び決算に関する法律（昭和 年法律第 号）第１条に規定する公庫
独立行政法人通則法（平成 年法律第 号）第２条第１項に規定する独立行政法人

（同条第１項に規定する特定独立行政法人を除く。）
国立大学法人法（平成 年法律第 号）第２条第１項に規定する国立大学法人及び

同条第３項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法（平成 年法律第 号）第 条に規定する一般地方独立行政法

人
公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例（平成 年北海道条例第 号）第
条に規定する特定法人
その他知事が定める法人

（大学院派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項）
第５条 任命権者（地方公務員法（昭和 年法律第 号）第６条第１項に規定する任命権
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者並びに市町村立学校職員給与負担法（昭和 年法律第 号）第１条及び第２条に規定
する職員に大学院派遣研修を命じる場合の北海道教育委員会をいう。以下同じ。）は、大
学院派遣研修の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該大学院派遣
研修が費用償還条例第２条第２項に規定するものである旨を明示しなければならない。

２ 任命権者は、職員に大学院派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に当該大学院派遣
研修の期間を明示しなければならない。大学院派遣研修を命じた後に当該大学院派遣研修
の期間を変更する場合も、同様とする。
（費用償還条例第３条第１項に該当する者に対する通知）

第６条 任命権者は、費用償還条例第３条第１項に該当する者に対し、速やかに、大学院派
遣研修の名称及び期間、大学院派遣研修のために道が支出した大学院派遣研修費用の総額、
同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知し、償
還を求めるものとする。
（費用償還条例第３条第１項第２号の規則で定める率）

第７条 費用償還条例第３条第１項第２号の規則で定める率は、 月から同号の職員として
の在職期間の月数を控除した月数を 月で除して得た率とする。
２ 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。

月により期間を計算する場合は、民法（明治 年法律第 号）第 条に定めるとこ
ろによる。
１月に満たない期間が２以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これら
の期間の計算については、 日をもって１月とする。

（職員としての在職期間に含まれる休職の期間）
第８条 費用償還条例第３条第３項第１号の規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間と
する。

公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和 年
法律第 号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤をいう。）により負傷し、若し
くは疾病にかかり、地方公務員法第 条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にさ
れた場合における当該休職の期間
北海道職員等の分限に関する条例（昭和 年北海道条例第 号）第１条の２各号に規

定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
２ 前項第１号の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道
職員等の処遇等に関する条例（昭和 年北海道条例第１号）第３条第１項に規定する派遣
職員（次条第１号において「外国派遣職員」という。）の派遣先の機関の業務又は公益法
人等への北海道職員等の派遣等に関する条例第３条第１号に規定する派遣職員（次条第１
号において「団体派遣職員」という。）の派遣先団体（同条例第２条第３項第１号に規定
する派遣先団体をいう。次条第１号において同じ。）の業務（当該業務に係る労働者災害

補償保険法（昭和 年法律第 号）第７条第２項及び第３項に規定する通勤（当該業務に
係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定する勤務場
所とみなした場合に同項及び同条第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）を含む。
次条第１号において同じ。）を公務とみなす。
（費用償還条例第３条第１項の規定が適用されない場合）
第９条 費用償還条例第４条第４号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

外国派遣職員又は団体派遣職員が派遣先の機関の業務又は派遣先団体の業務を公務と
みなした場合に費用償還条例第４条第１号に該当する場合
前号に掲げる場合のほか、費用償還条例第４条第１号から第３号までに掲げる場合に
準ずる場合として知事が定める場合

第 条 費用償還条例第４条第６号の規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律又は条例
の規定により特別職地方公務員等となるため離職した場合とする。
（特別職地方公務員等となった者に関する特例）
第 条 費用償還条例第５条第１項及び第２項の規定により読み替えて適用する費用償還条
例第３条第３項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
国 公務員法（昭和 年法律第 号）第 条若しくは地方公務員法第 条第２項の

規定若しくは同法第 条第２項の規定に基づく条例の規定又は第４条各号に掲げる法人
に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの（以下「法人の就
業規則等」という。）の定めによる休職の期間（次に掲げる期間を除く。）
ア 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（国 公務員災害
補償法（昭和 年法律第 号）（他の法律において準用し、又は例による場合を含
む。）の適用を受ける者にあっては同法第１条の２に規定する通勤、地方公務員災害
補償法の適用を受ける者にあっては同法第２条第２項及び第３項に規定する通勤、労
働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第７条第２項及び第３項に規定
する通勤をいう。次条第１号において同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、
地方公務員法第 条第２項第１号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされ
た場合における当該休職の期間
イ 国 公務員法第 条に規定する人事院規則で定めるその他の場合に相当する事由に
該当して休職にされた場合における当該休職の期間
ウ 法人の就業規則等の定めるところにより外国の地方公共団体の機関、外国の政府の
機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために
休職にされた場合における当該休職の期間
国 公務員法第 条若しくは地方公務員法第 条の規定又は法人の就業規則等の定め

による停職の期間（法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止され
た期間を含む。）
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国 公務員法第 条の６第１項ただし書若しくは地方公務員法第 条の２第１項た
だし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めに
より労働組合の業務に専ら従事した期間
国 公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 号）第３条第１項、地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 号）第２条第１項又は育児休業、
介護休業等育児又は 族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 号）
第５条第１項の規定による育児休業をした期間

第 条 費用償還条例第５条第２項の規定により読み替えて適用する費用償還条例第４条の
各号列記以外の部分の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若し
くは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合
ア 国 公務員法第 条第２号又は地方公務員法第 条第１項第２号に掲げる事由に該
当して免職された場合
イ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
国 公務員法第 条第４号又は地方公務員法第 条第１項第４号に掲げる事由に該当

して免職された場合
国 公務員法第 条の２第１項の規定により退職した場合（同法第 条の３第１項の

期限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。）、
地方公務員法第 条の２第１項の規定により退職した場合（同法第 条の３第１項の期
限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。）又
は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合
任期を定めて採用された特別職地方公務員等が、当該任期が満了したことにより退職
した場合
前各号に掲げる場合に準ずる場合として知事が定める場合

（報告）
第 条 任命権者は、毎年５月末日までに、前年の４月１日に始まる年度内において実施し
た大学院派遣研修の名称及び当該大学院派遣研修を命ぜられた職員の状況並びにかつて大
学院派遣研修を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職（費用償還条例第５条第
２項の規定により離職とみなされる場合を含み、費用償還条例第４条第５号又は第６号に
該当して離職した場合を除く。）し、又は死亡した者の大学院派遣研修及び大学院派遣研
修費用の償還に関する状況その他必要な事項を知事に報告しなければならない。
（雑則）

第 条 この規則に定めるもののほか、職員の大学院派遣研修費用の償還に関し必要な事項
は、知事が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範
囲を定める規則の一部を改正する規則

北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条の表２の項中「別表第１の４の３の項 」を「別表第１の４の３の項 」に改め、

「届出（」の次に「市町村長から」を加える。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道青少年保護育成条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道青少年保護育成条例施行規則の一部を改正する規則
北海道青少年保護育成条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改

正する。
題名を次のように改める。
北海道青少年健全育成条例施行規則

第１条第１項中「北海道青少年保護育成条例」を「北海道青少年健全育成条例」に、「第
４条第１項、第５条第１項第３号、第７条第１項第４号又は第８条第１項第３号」を「第
条第１項、第 条第１項第３号、第 条第１項第４号、第 条第１項又は第 条第１項第３
号」に改め、「有害興行」の次に「（条例第 条第１項の規定による指定により、青少年に
観覧させることを禁止された興行をいう。以下同じ。）」を、「有害がん具類」の次に「、有
害刃物」を、「有害広告物」の次に「（以下「有害興行等」という。）」を加え、同条第２
項中「第５条第１項第１号及び第２号並びに第８条第１項第１号」を「第 条第１項第１号
及び第２号並びに第 条第１項第１号」に改め、同条第３項中「第７条第１項第１号」を
「第 条第１項第１号」に改める。
第２条を次のように改める。
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（指定告示の内容）
第２条 条例第 条第２項本文（条例第 条（条例第 条第１項第２号の規定による指定に
係る部分を除く。）において準用する場合を含む。）の規定による告示は、有害興行等と
しての指定の範囲、種別、題名、指定箇所及び指定理由について行うものとする。
第４条及び第５条を削る。
第３条第１項中「第 条第１項第４号」を「第 条第１項第４号」に改め、同条第２項中
「第 条第１項」を「第 条第１項」に改め、同条第３項中「前項の」の次に「規定によ
る」を加え、同項各号を次のように改める。

自動販売等業者の住民票の写し又はこれに代わる書面（法人にあっては、登記事項証
明書）
自動販売機等の設置場所の見取図
自動販売機等の設置場所を使用する権原があることを証する書類
図書類を収納する自動販売機等の設置場所としてその場所を提供することを承諾する
旨の書類
自動販売機等管理者の就任承諾書
自動販売機等管理者の住民票の写し又はこれに代わる書面

第３条第４項中「第 条第２項」を「第 条第２項」に改め、同条第５項中「第 条第１
項」を「第 条第１項」に改め、同条第６項中「第 条第２項」を「第 条第２項」に改め、
同条を第５条とする。
第２条の２中「第８条第４項ただし書及び第 条第４項ただし書」を「第 条第４項ただ

し書及び第 条第４項ただし書」に改め、同条を第４条とする。
第２条の次に次の１条を加える。
（有害図書類の陳列の方法）

第３条 条例第 条第１項の規定による区分は、次に掲げる方法のいずれかによるものとす
る。

間仕切りの設置その他の方法により内部を容易に見通すことができない場所を設け、
当該場所に有害図書類を陳列する方法
有害図書類以外の図書類を陳列する場所から センチメートル以上離れた場所に、有

害図書類をまとめて陳列する方法
有害図書類から センチメートル以上張り出した仕切り板（透視できない材質のもの

に限る。）を設け、当該仕切り板と仕切り板との間に、有害図書類をまとめて陳列する
方法
床面から センチメートル以上の高さの位置に、有害図書類をその背表紙のみが見

えるようにしてまとめて陳列する方法
前各号に掲げるもののほか、有害図書類が有害図書類以外の図書類と明確に区分され

ていると知事が認める方法
第８条第１項中「第 条第１項」を「第 条第１項」に、「当該吏員」を「当該職員」に、

「関係吏員」を「関係職員」に、「吏員の」を「職員の」に改め、同条第２項中「当該吏
員」を「当該職員」に、「別記第 号様式」を「別記第 号様式」に改め、同条を第９条と
する。
第７条第１項中「条例第４条第１項の指定を受けた」を削り、「同条第３項」を「条例第
条第３項」に、「別記第 号様式」を「別記第９号様式」に改め、同条第２項中「興行

者」を「興行者等」に、「第 条第２項」を「第 条第２項」に、「別記第 号様式」を
「別記第 号様式」に改め、同条第３項中「場内」を「、場内」に改め、同条を第８条とす
る。
第６条第１項中「第 条第１項第３号」を「第 条第１項第３号」に改め、同条第２項中

「第 条第１項」を「第 条第１項」に、「別記第９号様式」を「別記第６号様式」に改め、
同条第３項第１号中「写し」の次に「又はこれに代わる書面」を加え、同条第４項中「第
条第２項」を「第 条第２項」に、「別記第 号様式」を「別記第７号様式」に、「別記第
号様式」を「別記第８号様式」に改め、同条を第７条とする。
第５条の次に次の１条を加える。
（自動販売機等管理者の要件）
第６条 条例第 条の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

歳以上であること。
成年被後見人又は被保佐人でないこと。
その管理する自動販売機等が設置されている市町村の区域内に居住していること。

別記第１号様式中「（第３条関係）」を「（第５条関係）」に、「北海道青少年保護育成
条例第 条第１項」を「北海道青少年健全育成条例第 条第１項」に、
「

」

自動販売機等の設置場所の提供者
住 所
氏 名
電話番号

を
「

」

自動販売機等の設置場所の提供者
住所（法人にあっては、主たる事務所所在地）
氏名（法人にあっては、名称及び代表者氏名）
電話番号

に改め、同様式の末尾欄外の備考を次のように改める。
備考 １ 自動販売等業者の住民票の写し又はこれに代わる書面（法人にあっては、登記

事項証明書）１通を添付すること。
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２ 自動販売機等の設置場所の見取図１通を添付すること。
３ 自動販売機等の設置場所を使用する権原があることを証する書類１通を添付す
ること。
４ 図書類を収納する自動販売機等の設置場所としてその場所を提供することを承
諾する旨の書類１通を添付すること。
５ 自動販売機等管理者の就任承諾書１通を添付すること。
６ 自動販売機等管理者の住民票の写し又はこれに代わる書面１通を添付すること。
７ 用紙の大きさは、日本工業規格 ４とすること。

別記第２号様式中「（第３条関係）」を「（第５条関係）」に、「北海道青少年保護育成
条例第 条第２項」を「北海道青少年健全育成条例第 条第２項」に改め、同様式の末尾欄
外の備考を次のように改める。
備考 １ 変更事項が自動販売等業者の住所又は氏名（法人にあっては、主たる事務所所

在地又は名称若しくは代表者氏名）の変更であるときは、その者の住民票の写し
又はこれに代わる書面（法人にあっては、その法人の登記事項証明書）１通を添
付すること。
２ 変更事項が自動販売機等の設置場所の変更であるときは、新たな設置場所につ
いて、その見取図、その使用の権原があることを証する書類及び図書類を収納す
る自動販売機等の設置場所としてその場所を提供することを承諾する旨の書類各
１通を添付すること。
３ 変更事項が自動販売機等の設置場所の提供者の変更であるとき（設置場所の変
更がないときに限る。）は、その設置場所について、その使用の権原があること
を証する書類及び図書類を収納する自動販売機等の設置場所としてその場所を提
供することを承諾する旨の書類各１通を添付すること。
４ 変更事項が自動販売機等管理者の変更であるとき（新たに自動販売機等管理者
を置くときを含む。）は、新任者の就任承諾書及びその住民票の写し又はこれに
代わる書面各１通を添付すること。
５ 変更事項が自動販売機等管理者の住所又は氏名の変更であるときは、その者の
住民票の写し又はこれに代わる書面１通を添付すること。
６ 用紙の大きさは、日本工業規格 ４とすること。

別記第３号様式中「（第３条関係）」を「（第５条関係）」に、「北海道青少年保護育成
条例第 条第２項」を「北海道青少年健全育成条例第 条第２項」に改める。
別記第４号様式中「（第３条関係）」を「（第５条関係）」に、「北海道青少年保護育成

条例」を「北海道青少年健全育成条例」に改める。
別記第５号様式中「（第３条関係）」を「（第５条関係）」に、「北海道青少年保護育成

条例第 条第２項」を「北海道青少年健全育成条例第 条第２項」に改める。

別記第６号様式から第８号様式までを削る。
別記第９号様式中「（第６条関係）」を「（第７条関係）」に、「北海道青少年保護育成
条例第 条第１項」を「北海道青少年健全育成条例第 条第１項」に改め、同様式の末尾欄
外の備考の１の事項中「写し」の次に「又はこれに代わる書面」を加え、「他の」を「条例
第 条第１項又は第２項の規定による他の」に改め、同様式を別記第６号様式とする。
別記第 号様式中「（第６条関係）」を「（第７条関係）」に、「北海道青少年保護育成

条例第 条第２項」を「北海道青少年健全育成条例第 条第２項」に改め、同様式の末尾欄
外の備考の１の事項中「写し」の次に「又はこれに代わる書面」を加え、「他の」を「条例
第 条第１項又は第２項の規定による他の」に改め、同様式を別記第７号様式とする。
別記第 号様式中「（第６条関係）」を「（第７条関係）」に、「北海道青少年保護育成

条例第 条第２項」を「北海道青少年健全育成条例第 条第２項」に改め、同様式を別記第
８号様式とする。

別記第 号様式中「（第７条関係）」を「（第８条関係）」に、

「北
海
道
青
少
年
保
護
育
成
条
例」

を

「北
海
道
青
少
年
健
全
育
成
条
例」

に改め、

同様式を別記第９号様式とする。

別記第 号様式中「（第７条関係）」を「（第８条関係）」に、

「北
海
道
青
少
年
保
護
育
成
条
例」

を

「北
海
道
青
少
年
健
全
育
成
条
例」

に改め、

同様式を別記第 号様式とする。
別記第 号様式中「（第８条関係）」を「（第９条関係）」に、「北海道青少年保護育成
条例第 条」を「北海道青少年健全育成条例第 条」に改め、同様式の（裏）を次のように
改め、同様式を別記第 号様式とする。

（裏）
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北海道青少年健全育成条例（抜粋）
（立入調査等）
第 条 知事は、この条例実施のため必要があると認めるときは、当該職員をして、
興行その他の営業の場所に立ち入らせ、調査を行わせ、関係人から資料の提出を求
めさせ、又は関係人に対して質問させることができる。
２ 前項の場合においては、当該職員は、知事の定める証票を携帯し、関係人に対し
てこれを提示しなければならない。
３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら
ない。
第 条 次の各号のいずれかに該当する者は、 万円以下の罰金又は科料に処する。

第 条第１項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
同項の規定による資料の提出の要求に正当な理由がなくて応ぜず、又は同項の規
定による質問に対し虚偽の陳述をした者

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

精神病院の用語の整理のための関係規則の一部を改正する規則
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

精神病院の用語の整理のための関係規則の一部を改正する規則
（北海道行政組織規則の一部改正）

第１条 北海道行政組織規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
目次中「道立精神病院」を「道立精神科病院」に改める。
第７条第２項中「精神病院」を「精神科病院」に改める。
第３章第５節第２款の款名を次のように改める。

第２款 道立精神科病院
第 条から第 条までの規定、別表第８その２、別表第 及び別表第 中「道立精神病

院」を「道立精神科病院」に改める。
（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正）

第２条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和 年北海道規則第 号）
の一部を次のように改正する。
本則、別記第４号様式及び別記第 号様式中「精神病院」を「精神科病院」に改める。

（北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正）
第３条 北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和 年北海道規則第 号）の
一部を次のように改正する。
第２条第２号中「第３章第６節第５款及び第９款」を「第３章第５節第１款及び第２
款」に、「道立精神病院」を「道立精神科病院」に改める。
附 則

１ この規則は、平成 年 月 日から施行する。
２ この規則の施行の際現に第２条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律施行細則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、第２条の
規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定にかかわら
ず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布す
る。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和 年北海道規則第 号）の一部

を次のように改正する。
第１条中「いう。）及び」を「いう。）、」に改め、「省令」という。）」の次に「及び
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例（平成 年北海道条例第 号。以下「条
例」という。）」を加える。
第１条の２の次に次の１条を加える。
（任意入院者の退院制限に関する記録）
第１条の３ 法第 条の４第６項の記録は、別記第１号様式の２の任意入院者を退院制限し
た場合の記録によってしなければならない。
第２条中「別記第１号様式の２」を「別記第１号様式の３」に改める。
第 条を次のように改める。
（医療保護入院者の入院措置に関する記録）
第 条 法第 条第６項の記録は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
書面によらなければならない。

法第 条第１項に規定する場合において法第 条第４項後段の規定による措置を採っ
た場合 特定医師による医療保護入院者（第 条第１項・第４項）の入院届及び記録
（別記第 号様式）
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法第 条第２項に規定する場合において法第 条第４項後段の規定による措置を採っ
た場合 特定医師による医療保護入院者（第 条第２項・第４項）の入院届及び記録
（別記第 号様式の２）
第 条の５中「別記第 号様式の６による」を「別記第 号様式の９の」に改め、同条を

第 条の７とする。
第 条の４中「別記第 号様式の５による」を「別記第 号様式の８の」に改め、同条を

第 条の６とする。
第 条の３中「第 条の４第２項」を「第 条の４第５項」に、「別記第 号様式の４に

よる応急入院届」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面」に改め、
同条に次の各号を加える。

法第 条の４第１項の規定による措置を採った場合 応急入院届（別記第 号様式の
７）
法第 条の４第２項後段の規定による措置を採った場合 特定医師による応急入院

（第 条の４第２項）届及び記録（別記第 号様式の６）
第 条の３を第 条の５とする。
第 条の２中「別記第 号様式の３による」を「別記第 号様式の５の」に改め、同条を

第 条の３とし、同条の次に次の１条を加える。
（応急入院者の入院措置に関する記録）

第 条の４ 法第 条の４第４項の記録は、別記第 号様式の６の特定医師による応急入院
（第 条の４第２項）届及び記録によらなければならない。
第 条の次に次の１条を加える。
（医療保護入院の届出）

第 条の２ 法第 条第７項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当
該各号に定める書面によらなければならない。

法第 条第１項の規定による措置を採った場合 医療保護入院者の入院届（別記第
号様式の３）
法第 条第２項の規定による措置を採った場合 医療保護入院者（第 条第２項）の

入院届（別記第 号様式の４）
法第 条第１項に規定する場合において法第 条第４項後段の規定による措置を採っ

た場合 特定医師による医療保護入院者（第 条第１項・第４項）の入院届及び記録
（別記第 号様式）
法第 条第２項に規定する場合において法第 条第４項後段の規定による措置を採っ

た場合 特定医師による医療保護入院者（第 条第２項・第４項）の入院届及び記録
（別記第 号様式の２）
第 条の２を削る。

第 条の３中「法」を「障害者自立支援法（平成 年法律第 号）附則第 条の規定に
よる改正前の法」に、「別記第 号様式」を「別記第 号様式」に改め、同条を第 条の２
とする。
第 条の４中「法」を「障害者自立支援法附則第 条の規定による改正前の法」に、「別
記第 号様式」を「別記第 号様式」に改め、同条を第 条の３とし、同条の次に次の１条
を加える。
（任意入院者の症状等に係る報告）
第 条の４ 条例第２条第１項の報告書は、別記第 号様式の任意入院患者の定期病状報告
書とする。
第 条中「、省令」の次に「、条例」を加え、「又は省令」を「、省令又は条例」に改め
る。
第 条第８号中「から第 条の４まで」を「及び第 条の３」に改める。
別記第１号様式の２を別記第１号様式の３とし、別記第１号様式の次に次の１様式を加え
る。
別記第１号様式の２（第１条の３関係）

任意入院患者を退院制限した場合の記録

年 月 日

病 院 名

所 在 地

管理者名

任 意 入 院 患 者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

任意入院退院制限
年 月 日

年 月 日
（午前・午後 時）

今回の入院年月日 年 月 日
入 院 形 態

病 名
１ 主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２ 従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３ 身体合併症

生活歴及び現病歴
推定発病年
月、精神科又
は神経科受診
歴等を記載す
ること。 （陳述者氏名 続柄 ）
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記載上の留意事項
１ 内は、特定医師の診察に基づいて記載すること。
２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄に
そのときの入院形態を記載すること（第 条第２項の規定又は特定医師の診察による
入院を含む。その場合は「第 条第２項入院」、「第 条第１項・第４項入院」、
「第 条第２項・第４項入院」又は「第 条の４第２項入院」と記載すること。）。
なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること。
３ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ
と。
４ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する
こと。
５ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態 の欄は、一般に
この書類作成までの過去数箇月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点
を置くこと。
６ 入院の継続が必要と認めた特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。
７ 確認した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。
８ 保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は２人目を記載すること。
９ 保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に２つ目を記載すること。

選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。
別記第４号様式を次のように改める。
別記第４号様式（第４条関係）

初 回 入 院 期 間
前 回 入 院 期 間
初回から前回まで
の 入 院 回 数

年 月 日 年 月 日（入院形態 ）
年 月 日 年 月 日（入院形態 ）

計 回

現在の精神症状

その他の重要な
症状

問題行動等

現在の状態

意識
１ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう ４ その他（ ）
知能（軽度障害、中等度障害、重度障害）
記憶
１ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘 ４ その他（ ）
知覚
１ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他（ ）
思考
１ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩 ４ 滅裂思考
５ 思考奔逸 ６ 思考制止 ７ 強迫観念
８ その他（ ）
感情・情動
１ 感情平板化 ２ 抑うつ気分 ３ 高揚気分
４ 感情失禁 ５ 焦燥・激越 ６ 易怒性・被刺激性亢進
７ その他（ ）
意欲
１ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮 ４ 昏迷
５ 精神運動制止 ６ 無為・無関心 ７ その他（ ）
自我意識
１ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離 ４ その他（ ）
食行動
１ 拒食 ２ 過食 ３ 異食 ４ その他（ ）

１ てんかん発作 ２ 自殺念慮 ３ 物質依存（ ）
４ その他（ ）

１ 言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為 ４ その他（ ）

１ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態 ３ 昏迷状態
４ 統合失調症等残遺状態 ５ 抑うつ状態 ６ 躁状態
７ せん妄状態 ８ もうろう状態 ９ 認知症状態

その他（ ）

任意入院継続の
必 要 性

入院の継続が必要
と認めた特定医師
氏名

署名

確認した精神保健
指 定 医 氏 名 署名 診察

日時
年 月 日

（午前・午後 時）

精神保健指定医が
退院制限が妥当で
ないと判断した場
合の理由

保 護 者

氏 名
（男・女） 続柄

生年
月日

年 月 日生

（男・女） 続柄 年 月 日生

住 所

１ 後見人又は保佐人 ２ 配偶者 ３ 親権を行う者
４ 庭裁判所が選任した者（選任年月日 年 月 日）
５ その他（ ）

事後審査委員会意
見
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措置入院等に関する診断書

申 請 等 の 形 式

親族又は一般人申請（第 条） 警察官通報（第 条）
検察官通報（第 条） 保護観察所長通報（第 条の

２） 矯正施設長通報（第 条） 精神科病院管理者届
出（第 条の２） 医療観察法対 者［指定通院医療機関
管理者通報、保護観察所長通報］（第 条の３） 都道府
県知事・指定都市市長職務診察（第 条第２項）

申請等の添付資料 あり なし

被 診 察 者
（精神障害者）

フリガナ
年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

職 業

病 名
１主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３身体合併症

生活歴及び現病歴

推定発病年月、精
神科又は神経科受
診歴等を記載する
こと。 （陳述者氏名 続柄 ）

初 回 入 院 期 間
前 回 入 院 期 間
初回から前回までの
入 院 回 数

年 月 日 年 月 日（入院形態 ）
年 月 日 年 月 日（入院形態 ）

計 回

重大な問題行動（ はこれま
での、 は今後おそれある問
題行動）

現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、
現在の状態 （該当のローマ数字及び算用数字を○で
囲むこと。）

１ 殺人
２ 放火
３ 強盗
４ 強姦
５ 強制わいせつ
６ 傷害
７ 行
８ 恐喝

現在の精神症状
意識
１ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう
４ その他（ ）
知能（軽度障害、中等度障害、重度障害）
記憶
１ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘
４ その他（ ）

９ 脅迫
窃盗
器物損壊
弄火又は失火
宅侵入
詐欺等の経済的
な問題行動
自殺企図
自傷
その他
（ ）

知覚
１ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他（ ）
思考

１ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩
４ 滅裂思考 ５ 思考奔逸 ６ 思考制止
７ 強迫観念 ８ その他（ ）
感情・情動

１ 感情平板化 ２ 抑うつ気分 ３ 高揚気分
４ 感情失禁 ５ 焦燥・激越
６ 易怒性・被刺激性亢進 ７ その他（ ）
意欲

１ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮
４ 昏迷 ５ 精神運動制止
６ 無為・無関心 ７ その他（ ）
自我意識

１ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離
４ その他（ ）
食行動

１ 拒食 ２ 過食 ３ 異食 ４ その他（ ）
その他の重要な症状
１ てんかん発作 ２ 自殺念慮
３ 物質依存（ ） ４ その他（ ）
問題行動等
１ 言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為
４ その他（ ）
現在の状態
１ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態
３ 昏迷状態 ４ 統合失調症等残遺状態
５ 抑うつ状態 ６ 躁状態 ７ せん妄状態
８ もうろう状態 ９ 認知症状態

その他（ ）

診察時の特記事項

医 学 的 総 合 判 断 要措置 措置不要

以上のとおり診断する。 年 月 日
精神保健指定医氏名

署名

（行政庁における記載欄）
診察に立ち会った者 氏名 （男・女）続柄又は職業 年齢 歳
（親権者、配偶者等）
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記載上の留意事項
１ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ
と。
２ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する
こと。
３ 重大な問題行動の欄は、 はこれまでに認められた問題行動を、 は今後おそれの
ある問題行動を指し、該当するすべての算用数字、 及び を○で囲むこと。
４ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態 の欄は、一般に
この書類作成までの過去数箇月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点
を置くこと。
５ 診察時の特記事項の欄は、被診察者の受診態度、表情、言語的及び非言語的なコミ
ュニケーションの様子、診察者が受ける印 等について記載すること。
６ 診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。
７ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。
別記第８号様式を次のように改める。

別記第８号様式（第８条関係）
措置入院者の症状消退届

年 月 日
北海道知事 様

病 院 名
所 在 地
管理者名

次の措置入院者について措置症状が消退したと認められるので、精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律第 条の５の規定により届け出ます。

記載上の留意事項
１ 内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。
２ 措置症状の消退を認めた精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名す
ること。
３ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。
別記第 号様式から別記第 号様式の６までを次のように改める。

診 察 場 所
診 察 日 時 年 月 日 時 分 時 分
職 員 氏 名

行政庁の措置

行政庁メモ欄

公費負担医療
の受給者番号

措 置 入 院 者

フリガナ
生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

保 護 者

フリガナ 続柄 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所
フリガナ 続柄 生年

月日
年 月 日生

（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

措 置 年 月 日 年 月 日

病 名
１主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３身体合併症

入院以降の病状又は
状態 の経過
措置症状消退と関連
して記載すること。

措置症状の消退を認め
た精神保健指定医氏名 署名

措置解除後の処置に関
する意見

１ 入院継続（任意入院・医療保護入院・他科）
２ 通院医療 ３ 転医 ４ 死亡 ５ その他（ ）

退 院 後 の 帰 住 先 １ 自宅（ 族と同居 単身） ２ 施設
３ その他（ ）

帰 住 先 の 住 所

訪 問 指 導 等
に 関 す る 意 見

障害福祉サービス等の
活用に関する意見

主 治 医 氏 名



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年 月 日（金曜日）

別記第 号様式（第 条、第 条の２関係）
特定医師による医療保護入院者（第 条第１項・第４項）の入院届及び記録

年 月 日
北海道知事 様

病 院 名
所 在 地
管理者名

医療保護入院者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

保護者の同意によ
り入院した年月日

年 月 日
（午前・午後 時）

今回の入院年月日 年 月 日
入 院 形 態

病 名
１ 主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２ 従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３ 身体合併症

生活歴及び現病歴
推定発病年
月、精神科又
は神経科受診
歴等を記載す
ること。 （陳述者氏名 続柄 ）

初 回 入 院 期 間
前 回 入 院 期 間
初回から前回まで
の 入 院 回 数

年 月 日 年 月 日（入院形態 ）
年 月 日 年 月 日（入院形態 ）

計 回

現在の精神症状 意識
１ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう ４ その他（ ）
知能（軽度障害、中等度障害、重度障害）
記憶
１ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘 ４ その他（ ）
知覚
１ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他（ ）
思考
１ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩 ４ 滅裂思考
５ 思考奔逸 ６ 思考制止 ７ 強迫観念
８ その他（ ）
感情・情動

その他の重要な
症状

問題行動等

現在の状態

１ 感情平板化 ２ 抑うつ気分 ３ 高揚気分
４ 感情失禁 ５ 焦燥・激越 ６ 易怒性・被刺激性亢進
７ その他（ ）
意欲

１ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮 ４ 昏迷
５ 精神運動制止 ６ 無為・無関心 ７ その他（ ）
自我意識

１ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離 ４ その他（ ）
食行動

１ 拒食 ２ 過食 ３ 異食 ４ その他（ ）

１ てんかん発作 ２ 自殺念慮 ３ 物質依存（ ）
４ その他（ ）

１ 言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為 ４ その他（ ）

１ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態 ３ 昏迷状態
４ 統合失調症等残遺状態 ５ 抑うつ状態 ６ 躁状態
７ せん妄状態 ８ もうろう状態 ９ 認知症状態

その他（ ）

医療保護入院の
必 要 性

患者自身の病
気に対する理
解の程度を含
め、任意入院
が行われる状
態にないと判
断した理由に
ついて記載す
ること。

入院を必要と認め
た特定医師氏名 署名

確認した精神保健
指定医氏名 署名 診察

日時
年 月 日

（午前・午後 時）

精神保健指定医が
入院妥当でないと
判断した場合の理
由
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記載上の留意事項
１ 内は、特定医師の診察に基づいて記載すること。
２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄に
そのときの入院形態を記載すること（第 条第２項の規定又は特定医師の診察による
入院を含む。その場合は「第 条第２項入院」又は「第 条の４第２項入院」と記載
すること。）。なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること。
３ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ
と。
４ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する
こと。
５ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態 の欄は、一般に
この書類作成までの過去数箇月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点
を置くこと。
６ 入院を必要と認めた特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。
７ 確認した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。
８ 保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は２人目を記載すること。
９ 保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に２つ目を記載すること。

事後審査委員会意見は記録の場合について記載すること。
選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。

別記第 号様式の２（第 条、第 条の２関係）
特定医師による医療保護入院者（第 条第２項・第４項）の入院届及び記録

年 月 日
北海道知事 様

病 院 名
所 在 地
管理者名

次の者が特定医師の診察により医療保護入院しましたので、精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律第 条第７項の規定により届け出ます。
なお、保護者の選任がされた場合、改めて同項の規定により届け出ます。

保 護 者

氏 名
（男・女） 続柄

生年
月日

年 月 日生

（男・女） 続柄 年 月 日生

住 所

１ 後見人又は保佐人 ２ 配偶者 ３ 親権を行う者
４ 庭裁判所が選任した者（選任年月日 年 月 日）
５ その他（ ）

事後審査委員会意
見

入 院 者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

第 条第２項・第
４項の入院年月日

年 月 日
（午前・午後 時）

今回の入院年月日 年 月 日
入 院 形 態

病 名
１ 主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２ 従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３ 身体合併症

生活歴及び現病歴
推定発病年
月、精神科又
は神経科受診
歴等を記載す
ること。 （陳述者氏名 続柄 ）

初 回 入 院 期 間
前 回 入 院 期 間
初回から前回まで
の 入 院 回 数

年 月 日 年 月 日（入院形態 ）
年 月 日 年 月 日（入院形態 ）

計 回

現在の精神症状 意識
１ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう ４ その他（ ）
知能（軽度障害、中等度障害、重度障害）
記憶

１ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘 ４ その他（ ）
知覚

１ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他（ ）
思考

１ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩 ４ 滅裂思考
５ 思考奔逸 ６ 思考制止 ７ 強迫観念
８ その他（ ）
感情・情動

１ 感情平板化 ２ 抑うつ気分 ３ 高揚気分
４ 感情失禁 ５ 焦燥・激越 ６ 易怒性・被刺激性亢進
７ その他（ ）
意欲

１ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮 ４ 昏迷
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記載上の留意事項
１ 内は、特定医師の診察に基づいて記載すること。
２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄に
そのときの入院形態を記載すること（特定医師の診察による入院を含む。その場合は
「第 条の４第２項入院」と記載すること。）。なお、複数の入院形態を経ている場
合には、順に記載すること。
３ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ
と。
４ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する
こと。
５ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態 の欄は、一般に
この書類作成までの過去数箇月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点
を置くこと。
６ 入院を必要と認めた特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。
７ 確認した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。
８ 事後審査委員会意見は記録の場合について記載すること。
９ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。

別記第 号様式の３（第 条の２関係）
医療保護入院者の入院届

年 月 日
北海道知事 様

病 院 名
所 在 地
管理者名

その他の重要な
症状

問題行動等

現在の状態

５ 精神運動制止 ６ 無為・無関心 ７ その他（ ）
自我意識
１ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離 ４ その他（ ）
食行動
１ 拒食 ２ 過食 ３ 異食 ４ その他（ ）

１ てんかん発作 ２ 自殺念慮 ３ 物質依存（ ）
４ その他（ ）

１ 言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為 ４ その他（ ）

１ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態 ３ 昏迷状態
４ 統合失調症等残遺状態 ５ 抑うつ状態 ６ 躁状態
７ せん妄状態 ８ もうろう状態 ９ 認知症状態

その他（ ）

医療保護入院の
必 要 性

患者自身の病
気に対する理
解の程度を含
め、任意入院
が行われる状
態にないと判
断した理由に
ついて記載す
ること。

入院を必要と認め
た特定医師氏名 署名

確認した精神保健
指定医氏名 署名 診察

日時
年 月 日

（午前・午後 時）

精神保健指定医が
入院妥当でないと
判断した場合の理
由

同 意 者
氏 名 （男・女） 続柄 生年

月日 年 月 日生

住 所

庭裁判所への申
請日（予定日を含
む）

年 月 日

事後審査委員会意
見

医療保護入院者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

保護者の同意によ
り入院した年月日 年 月 日

今回の入院年月日 年 月 日
入 院 形 態

第 条による移送の有無 あり ・ なし
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病 名
１ 主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２ 従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３ 身体合併症

生活歴及び現病歴
推定発病年
月、精神科又
は神経科受診
歴等を記載す
ること。
（特定医師の診察
により入院した場
合には特定医師の
採った措置の妥当
性について記載す
ること。） （陳述者氏名 続柄 ）

初 回 入 院 期 間
前 回 入 院 期 間
初回から前回まで
の 入 院 回 数

年 月 日 年 月 日（入院形態 ）
年 月 日 年 月 日（入院形態 ）

計 回

現在の精神症状 意識
１ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう ４ その他（ ）
知能（軽度障害、中等度障害、重度障害）
記憶
１ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘 ４ その他（ ）
知覚
１ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他（ ）
思考
１ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩 ４ 滅裂思考
５ 思考奔逸 ６ 思考制止 ７ 強迫観念
８ その他（ ）
感情・情動
１ 感情平板化 ２ 抑うつ気分 ３ 高揚気分
４ 感情失禁 ５ 焦燥・激越 ６ 易怒性・被刺激性亢進
７ その他（ ）
意欲
１ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮 ４ 昏迷
５ 精神運動制止 ６ 無為・無関心 ７ その他（ ）
自我意識
１ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離 ４ その他（ ）
食行動
１ 拒食 ２ 過食 ３ 異食 ４ その他（ ）

その他の重要な
症状

問題行動等

現在の状態

１ てんかん発作 ２ 自殺念慮 ３ 物質依存（ ）
４ その他（ ）

１ 言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為 ４ その他（ ）

１ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態 ３ 昏迷状態
４ 統合失調症等残遺状態 ５ 抑うつ状態 ６ 躁状態
７ せん妄状態 ８ もうろう状態 ９ 認知症状態

その他（ ）

医療保護入院の
必 要 性
患者自身の病
気に対する理
解の程度を含
め、任意入院
が行われる状
態にないと判
断した理由に
ついて記載す
ること。

入院を必要と認め
た精神保健指定医
氏名

署名

保 護 者

氏 名
（男・女） 続柄

生年
月日

年 月 日生

（男・女） 続柄 年 月 日生

住 所

１ 後見人又は保佐人 ２ 配偶者 ３ 親権を行う者
４ 庭裁判所が選任した者（選任年月日 年 月 日）
５ その他（ ）

審 査 会 意 見

都道府県の措置

記載上の留意事項
１ 内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。ただし、第 条の規
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定による移送が行われた場合は、この欄は記載する必要がない。
２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄に
そのときの入院形態を記載すること（第 条第２項の規定又は特定医師の診察による
入院を含む。その場合は「第 条第２項入院」、「第 条第１項・第４項入院」、
「第 条第２項・第４項入院」又は「第 条の４第２項入院」と記載すること。）。
なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること（第 条第２項又は第
条第２項・第４項による入院の場合は、入院した年月日も併せて記載すること。）。

３ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ
と。
４ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する
こと。
５ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態 の欄は、一般に
この書類作成までの過去数箇月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点
を置くこと。
６ 入院を必要と認めた精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名するこ
と。
７ 保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は２人目を記載すること。
８ 保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に２つ目を記載すること。
９ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。

別記第 号様式の４（第 条の２関係）
医療保護入院者（第 条第２項）の入院届

年 月 日
北海道知事 様

病 院 名
所 在 地
管理者名

次の者が医療保護入院しましたので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第
条第７項の規定により届け出ます。
なお、保護者の選任がされた場合、改めて同項の規定により届け出ます。

記載上の留意事項
１ 内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。ただし、第 条の規
定による移送が行われた場合は、この欄は記載する必要がない。
２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄に
そのときの入院形態を記載すること（特定医師の診察による入院を含む。その場合は
「第 条第１項・第４項入院」、「第 条第２項・第４項入院」又は「第 条の４第
２項入院」と記載すること。）。なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記
載すること。

入 院 者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

第 条第２項の
入 院 年 月 日 年 月 日

今回の入院年月日 年 月 日
入 院 形 態

第 条による移送の有無 あり ・ なし

病 名
１ 主たる精神障害 ２ 従たる精神障害 ３ 身体合併症

カテゴリー（ ） カテゴリー（ ）

医療保護入院の
必 要 性
患者自身の病
気に対する理
解の程度を含
め、任意入院
が行われる状
態にないと判
断した理由に
ついて記載す
ること。
（特定医師の診
察により入院し
た場合には特定
医師の採った措
置の妥当性につ
いて記載するこ
と。）

病状又は状態
の 概 要

入院を必要と認
めた精神保健指
定医氏名

署名

同 意 者
氏 名 （男・女） 続柄 生年

月日 年 月 日生

住 所

庭裁判所への
申請日（予定日
を含む。）

年 月 日
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３ 入院を必要と認めた精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名するこ
と。

別記第 号様式の５（第 条の３関係）
医療保護入院者の退院届

年 月 日
北海道知事 様

病 院 名
所 在 地
管理者名

次の医療保護入院者が退院したので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第
条の２の規定により届け出ます。

記載上の留意事項
１ 入院年月日の欄は、医療保護入院の年月日（第 条第２項又は第 条第２項・第４
項の規定による入院を経た場合にあってはその入院年月日）を記載すること。
２ 保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は２人目を記載すること。
３ 保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に２つ目を記載すること。
４ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。

別記第 号様式の６（第 条の４、第 条の５関係）
特定医師による応急入院（第 条の４第２項）届及び記録

年 月 日
北海道知事 様

病 院 名
所 在 地
管理者名

医 療 保 護
入 院 者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

保 護 者

フリガナ 続柄 生年
月日 年 月 日生氏 名 （男・女）

住 所
フリガナ 続柄 生年

月日 年 月 日生氏 名 （男・女）

住 所

入 院 年 月 日
（医療保護入院） 年 月 日

退 院 年 月 日 年 月 日

病 名
１ 主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２ 従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３ 身体合併症

退院後の処置 １ 入院継続（任意入院・措置入院・他科） ２ 通院医療
３ 転 医 ４ 死 亡 ５ その他（ ）

退院後の帰住先 １ 自宅（ 族と同居 単身） ２ 施設
３ その他（ ）

帰住先の住所

訪 問 指 導 等
に関する意見

障害福祉サービ
ス等の活用に
関 す る 意 見

主 治 医 氏 名

応 急 入 院 者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

依頼をした者の
入院者との関係

入 院 年 月 日 年 月 日（午前・午後 時）

病 名
１ 主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２ 従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３ 身体合併症

生活歴及び現病歴
推定発病年
月、精神科又
は神経科受診
歴等を記載す
ること。 （陳述者氏名 続柄 ）
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応急入院の必要性
患者自身の病
気に対する理
解の程度を含
め、任意入院
が行われる状
態にないと判
断した理由に
ついて記載す
ること。

初 回 入 院 期 間
前 回 入 院 期 間
初回から前回まで
の 入 院 回 数

年 月 日 年 月 日（入院形態 ）
年 月 日 年 月 日（入院形態 ）

計 回

現在の精神症状

その他の重要な
症状

問題行動等

意識
１ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう ４ その他（ ）
知能（軽度障害、中等度障害、重度障害）
記憶
１ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘 ４ その他（ ）
知覚
１ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他（ ）
思考
１ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩 ４ 滅裂思考
５ 思考奔逸 ６ 思考制止 ７ 強迫観念
８ その他（ ）
感情・情動
１ 感情平板化 ２ 抑うつ気分 ３ 高揚気分
４ 感情失禁 ５ 焦燥・激越 ６ 易怒性・被刺激性亢進
７ その他（ ）
意欲
１ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮 ４ 昏迷
５ 精神運動制止 ６ 無為・無関心 ７ その他（ ）
自我意識
１ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離 ４ その他（ ）
食行動
１ 拒食 ２ 過食 ３ 異食 ４ その他（ ）

１ てんかん発作 ２ 自殺念慮 ３ 物質依存（ ）
４ その他（ ）

１ 言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為 ４ その他（ ）

現在の状態 １ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態 ３ 昏迷状態
４ 統合失調症等残遺状態 ５ 抑うつ状態 ６ 躁状態
７ せん妄状態 ８ もうろう状態 ９ 認知症状態

その他（ ）

応 急 入 院 を
採 っ た 理 由

患者自身の病
気に対する理
解の程度を含
め、応急入院
を採った理由
について記載
すること。

入院を必要と認め
た特定医師氏名 署名

確認した精神保健
指定医氏名 署名 診察

日時
年 月 日

（午前・午後 時）

精神保健指定医が
入院妥当でないと
判断した場合の理
由

事後審査委員会意
見

記載上の留意事項
１ 内は、特定医師の診察に基づいて記載すること。
２ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ
と。
３ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する
こと。
４ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態 の欄は、一般に
この書類作成までの過去数箇月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点
を置くこと。
５ 入院を必要と認めた特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。
６ 確認した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。
７ 事後審査委員会意見は記録の場合について記載すること。
８ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。
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別記第 号様式の６の次に次の３様式を加える。
別記第 号様式の７（第 条の５関係）

応 急 入 院 届
年 月 日

北海道知事 様
病 院 名
所 在 地
管理者名

記載上の留意事項
１ 内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。ただし、第 条の規
定による移送が行われた場合は、この欄は記載する必要がない。
２ 入院を必要と認めた精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名するこ
と。

別記第 号様式の８（第 条の６関係）
措置入院者の定期病状報告書

年 月 日
北海道知事 様

病 院 名
所 在 地
管理者名

応 急 入 院 者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

依頼をした者の
入院者との関係

入 院 年 月 日 年 月 日（午前・午後 時）

第 条による移送の有無 あり ・ なし

病 名
１ 主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２ 従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３ 身体合併症

応急入院の必要
性
患者自身の病
気に対する理
解の程度を含
め、任意入院
が行われる状
態にないと判
断した理由に
ついて記載す
ること。
（特定医師の診
察により入院し
た場合には特定
医師の採った措
置の妥当性につ
いて記載するこ
と。）

病状又は状態
の概要

応 急 入 院 を
採 っ た 理 由
保護者等の同
意を得ること
のできなかっ
た理由を含め、
応急入院を採
った理由につ
いて記載する
こと。

入院を必要と認
めた精神保健指
定医氏名

署名

公費負担医療
の受給者番号

措 置 入 院 者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

措 置 年 月 日 年 月 日
今回の入院年月日 年 月 日
入 院 形 態
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前回の定期報告年月日 年 月 日

病 名
１主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３身体合併症

生 活 歴 及 び 現 病 歴

推定発病年月、精神
科又は神経科受診歴
等を記載すること。

（陳述者氏名 続柄 ）

初 回 入 院 期 間
前 回 入 院 期 間
初回から前回までの
入 院 回 数

年 月 日 年 月 日（入院形態 ）
年 月 日 年 月 日（入院形態 ）

計 回

過去６箇月間（措置入院
後３箇月の場合は過去３
箇月間）の仮退院の実績

計 回 延べ日数 日

過去６箇月間（措置入院
後３箇月の場合は過去３
箇月間）の治療の内容と
その結果を記載すること。
問題行動を中心とし
て記載すること。

今後の治療方針（再発防
止への対応含む）を記載
すること。

処 遇、 看 護 及 び
指 導 の 現 状

隔 離 多用 時々 ほとんど不要

注 意
必 要 度

常に厳重な注意 随時一応の注意
ほとんど不要

日常生活
の介助指
導必要性

極めて手間のかかる介助 比較的簡単な
介助と指導 生活指導を要する

その他（ ）

重大な問題行動（ はこれまでの、
は今後おそれのある行動）

現在の精神症状、その他の重要な症状、問題
行動等、現在の状態 （該当のローマ数字及
び算用数字を○で囲むこと。）

１ 殺人
２ 放火

現在の精神症状
意識

３ 強盗
４ 強姦
５ 強制わいせつ
６ 傷害
７ 行
８ 恐喝
９ 脅迫

窃盗
器物損壊
弄火又は失火
宅侵入
詐欺等の経済的な問
題行動
自殺企図
自傷
その他
（ ）

１ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう
４ その他（ ）
知能
（軽度障害、中等度障害、重度障害）
記憶

１ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘
４ その他（ ）
知覚

１ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他（ ）
思考

１ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩
４ 滅裂思考 ５ 思考奔逸
６ 思考制止 ７ 脅迫観念
８ その他（ ）
感情・情動

１ 感情平板化 ２ 抑うつ気分
３ 高揚気分 ４ 感情失禁
５ 焦燥・激越
６ 易怒性・被刺激性亢進
７ その他（ ）
意欲

１ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮
４ 昏迷 ５ 精神運動制止
６ 無為・無関心 ７ その他（ ）
自我意識

１ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離
４ その他（ ）
食行動

１ 拒食 ２ 過食 ３ 異食
４ その他（ ）
その他の重要な症状
１ てんかん発作 ２ 自殺念慮
３ 物質依存（ ） ４ その他（ ）
問題行動等
１ 言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為
４ その他（ ）
現在の状態
１ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態
３ 昏迷状態
４ 統合失調症等残遺状態
５ 抑うつ状態 ６ 躁状態
７ せん妄状態 ８ もうろう状態
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記載上の留意事項
１ 内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。
２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄に
そのときの入院形態を記載すること（第 条第２項の規定又は特定医師の診察による
入院を含む。その場合は「第 条第２項入院」、「第 条第１項・第４項入院」、
「第 条第２項・第４項入院」又は「第 条の４第２項入院」と記載すること。）。
なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること。
３ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ
と。
４ 生活歴及び現病歴の欄は、前回報告のコピーの添付でもよいが、新たに判明した事
実がある場合には追加記載すること。
５ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する
こと。
６ 重大な問題行動の欄は、 はこれまでに認められた問題行動を、 は今後おそれの
ある問題行動を指し、該当するすべての算用数字、 及び を○で囲むこと。
７ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態 の欄は、一般に
この書類作成までの過去数箇月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点

を置くこと。
８ 診察時の特記事項の欄は、被診察者の受診態度、表情、言語的及び非言語的なコミ
ュニケーションの様子、診察者が受ける印 等について記載すること。

９ 診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。
保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は２人目を記載すること。
保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に２つ目を記載すること。
選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。

別記第 号様式の９（第 条の７関係）
医療保護入院者の定期病状報告書

年 月 日
北海道知事 様

病 院 名
所 在 地
管理者名

９ 認知症状態 その他（ ）

診 察 時 の 特 記 事 項

本 報 告 に 係 る
診 察 年 月 日 年 月 日

診 断 し た
精神保健指定医氏名 署名

保 護 者

氏 名
（男・女） 続柄

生年
月日

年 月 日生

（男・女） 続柄 年 月 日生

住 所

１ 後見人又は保佐人 ２ 配偶者 ３ 親権を行う者
４ 庭裁判所が選任した者（選任年月日 年 月 日）
５ その他（ ）

審 査 会 意 見

都道府県の措置

医 療 保 護 入 院 者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所

医 療 保 護 入 院 年 月 日
（第 条第１項による入院） 年 月 日

今回の入院年月日 年 月 日
入 院 形 態

前回の定期報告年月日 年 月 日

病 名
１主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３身体合併症

生 活 歴 及 び 現 病 歴

推定発病年月、精神
科又は神経科受診歴
等を記載すること。

（陳述者氏名 続柄 ）

初 回 入 院 期 間
前 回 入 院 期 間
初 回 か ら 前 回 ま で の
入 院 回 数

年 月 日 年 月 日（入院形態 ）
年 月 日 年 月 日（入院形態 ）

計 回

過去 箇月間の外泊の実績 １ 不定期的 ２ 定期的（ 月単位 数か月単位
盆や正月） ３ なし
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過去 箇月間の治療の内容
と、その結果及び通院又は
任意入院に変更できなかっ
た理由を記載すること。

症 状 の 経 過 悪化傾向 動揺傾向 不変 改善傾向

今後の治療方針を記載する
こと（患者本人の病識や治
療への意欲を得るための取
り組みについて）

現 在 の 精 神 症 状

その他の重要な症状

問 題 行 動 等

意識
１ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう
４ その他（ ）
知能（軽度障害、中等度障害、重度障害）
記憶
１ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘
４ その他（ ）
知覚
１ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他（ ）
思考
１ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩 ４ 滅裂思考
５ 思考奔逸 ６ 思考制止 ７ 強迫観念
８ その他（ ）
感情・情動
１ 感情平板化 ２ 抑うつ気分 ３ 高揚気分
４ 感情失禁 ５焦燥・激越
６ 易怒性・被刺激性亢進 ７ その他（ ）
意欲
１ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮 ４ 昏迷
５ 精神運動制止 ６ 無為・無関心
７ その他（ ）
自我意識
１ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離
４ その他（ ）
食行動
１ 拒食 ２ 過食 ３ 異食 ４ その他（ ）

１ てんかん発作 ２ 自殺念慮 ３ 物質依存（ ）
４ その他（ ）

１ 言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為 ４ その他（ ）

現 在 の 状 態 １ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態
３ 昏迷状態 ４ 統合失調症等残遺状態
５ 抑うつ状態 ６ 躁状態 ７ せん妄状態
８ もうろう状態 ９ 認知症状態

その他（ ）

本 報 告 に 係 る
診 察 年 月 日 年 月 日

診 断 し た
精 神 保 健 指 定 医 氏 名 署名

保 護 者

氏 名
（男・女） 続柄

生年
月日

年 月 日生

（男・女） 続柄 年 月 日生

住 所

１ 後見人又は保佐人 ２ 配偶者 ３ 親権を行う者
４ 庭裁判所が選任した者（選任年月日 年 月 日）
５ その他（ ）

審 査 会 意 見

都道府県の措置

記載上の留意事項
１ 内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。
２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄に
そのときの入院形態を記載すること（第 条第２項の規定又は特定医師の診察による
入院を含む。その場合は「第 条第２項入院」、「第 条第１項・第４項入院」、
「第 条第２項・第４項入院」又は「第 条の４第２項入院」と記載すること。）。
なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること（第 条第２項又は第
条第２項・第４項の規定による入院の場合は、入院した年月日も併せて記載するこ
と。）。
３ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ
と。
４ 生活歴及び現病歴の欄は、前回報告のコピーの添付でもよいが、新たに判明した事
実がある場合には追加記載すること。
５ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する
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こと。
６ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態 の欄は、一般に
この書類作成までの過去数箇月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点
を置くこと。
７ 診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。
８ 保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は２人目を記載すること。
９ 保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に２つ目を記載すること。

選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。

別記第 号様式中

を

「

」
添付書類 １医師の診断書 ２年金証書の写し（ 級） ３障害者手帳の写し

に改め、同様式注意事項４中「又は 」を「、 」に改め、「振込（支払）通知書の写し」
の次に「又は 特別障害給付金受給資格者証（特別障害給付金支給決定通知書及び国庫金振
込通知書（国庫金送金通知書）の写し」を加え、「 まで」を「 まで」に改め、同様式中
注意事項６を注意事項７とし、注意事項５を注意事項６とし、注意事項４の次に次の１事項
を加える。
５ 申請前１年以内に脱帽して上半身を写した写真（縦４ 、横３ ）を添付してく
ださい。

別記第 号様式中

「

」

添付書類
１医師の診断書 ２年金証書の写し（ 級）・同意書
３特別障害給付金受給資格者証等の写し（ 級）・同意書
４写真（縦４ ×横３ ）

「

」
を１破いた ２汚した ３失った

「

」
に改め、注意事項６を注１破いた ２汚した ３失った ４その他

意事項８とし、注意事項５の次に次の２事項を加える。
６ 再交付申請の場合は、申請前１年以内に脱帽して上半身を写した写真（縦４ 、
横３ ）を添付してください。
７ 写真が貼付された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるための再交付申請の場
合は、申請理由を「４その他」としてください。

別記第 号様式 の の事項中「分裂病」を「統合失調症」に改め、同様式 の の事項
中「痴呆」を「認知症」に改め、同様式 の事項中
「 （社会復帰施設、小規模作業所、グループホーム、ホームヘルプ、訪問指導等） 」

を
「 （障害者自立支援法に規定する自立訓練（生活訓練）、共同生活援助（グループホーム）、共同生活介
護（ケアホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス等、小規模作業所、訪問指導
等） 」

に改め、同様式中
「 年 月 日
医療機関所在地 医師氏名（自署又は記名押印）
名 称
電 話 番 号 」

を
「上記のとおり診断します。 年 月 日
医療機関の名称
医療機関所在地
電話番号
診療科担当科名
医師氏名（自署又は記名押印） 」

に改める。
別記第 号様式を削る。
別記第 号様式中「（第 条の３関係）」を「（第 条の２関係）」に、「精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律」を「障害者自立支援法附則第 条の規定による改正前の精神
保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改め、同様式を別記第 号様式とする。
別記第 号様式中「（第 条の４関係）」を「（第 条の３関係）」に、「精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律」を「障害者自立支援法附則第 条の規定による改正前の精神
保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改め、同様式を別記第 号様式とし、同様式の次
に次の１様式を加える。
別記第 号様式（第 条の４関係）

任意入院患者の定期病状報告書
年 月 日

北海道知事 様
病 院 名
所 在 地
管理者名

任 意 入 院 者

フリガナ 生年
月日

年 月 日生
（年齢 歳）氏 名 （男・女）

住 所
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任 意 入 院 年 月 日
（第 条の３による入院） 年 月 日

今回の入院年月日 年 月 日
入 院 形 態

前回の定期報告年月日 年 月 日

病 名
１主たる精神障害

カテゴリー（ ）

２従たる精神障害

カテゴリー（ ）

３身体合併症

生 活 歴 及 び 現 病 歴

推定発病年月、精神
科又は神経科受診歴
等を記載すること。 （陳述者氏名 続柄 ）

初 回 入 院 期 間
前 回 入 院 期 間
初 回 か ら 前 回 ま で の
入 院 回 数

年 月 日 年 月 日（入院形態 ）
年 月 日 年 月 日（入院形態 ）

計 回

過去 箇月間の外泊の実績 １ 不定期的 ２ 定期的（ 月単位 数か月単位
盆や正月） ３ なし

過去 箇月間の治療の内容
と、その結果を記載するこ
と（過去 箇月間に行動制
限が行われた際はその必要
性について）

症 状 の 経 過 悪化傾向 動揺傾向 不変 改善傾向

任意入院継続の必要性（通
院へ変更ができない理由に
ついて具体的に説明するこ
と）

今後の退院へ向けた取り組
み

現 在 の 精 神 症 状 意識
１ 意識混濁 ２ せん妄 ３ もうろう
４ その他（ ）
知能（軽度障害、中等度障害、重度障害）
記憶
１ 記銘障害 ２ 見当識障害 ３ 健忘
４ その他（ ）
知覚
１ 幻聴 ２ 幻視 ３ その他（ ）

その他の重要な症状

問 題 行 動 等

現 在 の 状 態

思考
１ 妄想 ２ 思考途絶 ３ 連合弛緩 ４ 滅裂思考
５ 思考奔逸 ６ 思考制止 ７ 強迫観念
８ その他（ ）
感情・情動

１ 感情平板化 ２ 抑うつ気分 ３ 高揚気分
４ 感情失禁 ５ 焦燥・激越
６ 易怒性・被刺激性亢進 ７ その他（ ）
意欲

１ 衝動行為 ２ 行為心迫 ３ 興奮 ４ 昏迷
５ 精神運動制止 ６ 無為・無関心
７ その他（ ）
自我意識

１ 離人感 ２ させられ体験 ３ 解離
４ その他（ ）
食行動

１ 拒食 ２ 過食 ３ 異食 ４ その他（ ）

１ てんかん発作 ２ 自殺念慮 ３ 物質依存（ ）
４ その他（ ）

１ 言 ２ 徘徊 ３ 不潔行為 ４ その他（ ）

１ 幻覚妄想状態 ２ 精神運動興奮状態
３ 昏迷状態 ４ 統合失調症等残遺状態
５ 抑うつ状態 ６ 躁状態 ７ せん妄状態
８ もうろう状態 ９ 認知症状態

その他（ ）

本 報 告 に 係 る
診 察 年 月 日 年 月 日

診 断 し た
主 治 医 氏 名 署名

記載上の留意事項
１ 内は、主治医の診察に基づいて記載すること。
２ 今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄に
そのときの入院形態を記載すること（第 条第２項の規定又は特定医師の診察による

審 査 会 意 見

都道府県の措置
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入院を含む。その場合は「第 条第２項入院」、「第 条第１項・第４項入院」、
「第 条第２項・第４項入院」又は「第 条の４第２項入院」と記載すること。）。
なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること。
３ 生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載するこ
と。
４ 生活歴及び現病歴の欄は、前回報告のコピーの添付でもよいが、新たに判明した事
実がある場合には追加記載すること。
５ 初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴・入院形態をも聴取して記載する
こと。
６ 入院時より６箇月の間に、開放処遇が制限された者の６箇月経過時の報告において
は、「過去 箇月間」とあるのは「過去６箇月間」と読み替えること。
７ 現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態 の欄は、一般に
この書類作成までの過去数箇月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点
を置くこと。
８ 診断した主治医氏名の欄は、主治医自身が署名すること。
９ 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を○で囲むこと。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律施行細則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則によ
る改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分
の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

北海道立小児総合保健センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道立小児総合保健センター条例施行規則の一部を改正する規則
北海道立小児総合保健センター条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次の

ように改正する。
第５条第２項中「診療報酬の算定方法（平成 年厚生労働省告示第 号）」を「健康保険

法（大正 年法律第 号）第 条第２項の規定による厚生労働大臣の定め」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道経済部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道経済部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則

北海道経済部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条の表に次のように加える。

３ 特例条例別表第１の
４の２の項 に規定す
る北海道砂利採取計画
の認可に関する条例
（平成 年北海道条例
第７号）の施行に係る
事務のうち規則に基づ
く事務であって別に規
則で定めるもの

北海道砂利採取計画の認可に関する条例施行規則（平成
年北海道規則第 号。以下この項において「規則」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの
規則第２条第２項の規定による災害の防止のための措

置の通知
規則第３条第３項の規定による災害の防止のための措

置の認定
規則第５条第１項第３号の規定による適正な保証措置

の認定

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範
囲を定める規則の一部を改正する規則

北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条を次のように改める。
（市町村が処理する事務の範囲）
第２条 次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

１ 特例条例別表第１の
１の項 に規定する森
林法（昭和 年法律第
号）の施行に係る

北海道林地開発許可に関する規則（平成 年北海道規則
第 号。以下この項において「規則」という。）に基づく
事務のうち、次に掲げるもの
規則第４条の規定による林地開発変更届出書の受理
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附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

事務のうち規則に基づ
く事務であって別に規
則で定めるもの

規則第５条の規定による林地開発行為着手届出書の受
理
規則第６条第１項の規定による災害の防止のため必要
がある旨の認定
規則第６条第２項の規定による林地開発行為防災施設
工事完了（工区完了）届出書の受理
規則第７条第１項の規定による林地開発行為一時中止
（廃止）届出書の受理
規則第７条第２項の規定による林地開発行為一時中止
（廃止）災害防止措置完了届出書の受理
規則第７条第３項の規定による林地開発行為再開届出
書の受理
規則第８条の規定による林地開発行為施行状況報告書
の受理
規則第９条の規定による林地開発行為完了（工区完
了）届出書の受理
規則第 条の規定による林地開発行為災害発生届出書

の受理
規則第 条の規定による林地開発行為承継届出書の受

理
規則第 条の規定による林地開発行為復旧着手（完

了）届出書の受理

２ 特例条例別表第１の
２の項 に規定する北
海道漁港管理条例（昭
和 年北海道条例第
号）の施行に係る事務
のうち規則に基づく事
務であって別に規則で
定めるもの

北海道漁港管理条例施行規則（昭和 年北海道規則第
号。以下この項において「規則」という。）に基づく事務
のうち、次に掲げるもの
規則第８条第２項の規定による泊地及びけい留施設利
用証の交付
規則第８条第３項の規定による泊地及びけい留施設利
用証の確認
規則第８条第４項の規定による泊地及びけい留施設利
用証の書換え交付又は再交付
規則第 条第２項の規定による施設使用許可指令書及

び施設使用許可済証の交付
規則第 条第４項の規定による船舟名又は推進機関の

種類若しくは馬力の変更の届出の受理
規則第 条第５項の規定による甲種漁港施設の使用の

中止の届出の受理
規則第 条第６項の規定による施設使用許可指令書等

の再交付

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条の表中６の項を８の項とし、５の項を６の項とし、同項の次に次のように加える。

７ 特例条例別表第１の
の２の項 に規定す

る都市 地法（昭和
年法律第 号）の施行
に係る事務のうち規則
に基づく事務であって
別に規則で定めるもの

都市 地法施行細則（平成 年北海道規則第 号。以
下この項において「規則」という。）に基づく事務のうち、
次に掲げるもの

規則第４条第１項の規定による特別 地保全地区内に
おける行為の完了等の届出の受理
規則第４条第２項の規定による特別 地保全地区内に

おける行為の完了等の通知の受理
規則第５条第１項の規定による住所等の変更の届出の

受理
規則第５条第２項の規定による住所等の変更の通知の

受理

第２条の表中４の項を５の項とし、１の項から３の項までを１項ずつ繰り下げ、同表に１
の項として次のように加える。

１ 特例条例別表第１の
１の項 に規定する公
有水面埋立法（大正
年法律第 号）の施行
に係る事務のうち規則
に基づく事務であって
別に規則で定めるもの

公有水面埋立法施行細則（昭和 年北海道規則第 号。
以下この項において「規則」という。）に基づく事務のう
ち、次に掲げるもの

規則第７条（規則第 条において準用する場合（公有
水面埋立法第 条第３項において同法を準用する場合に
限る。）を含む。）による補償金額の供託の届出の受理
規則第 条の規定による原状回復の検査

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道規則第 号

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則
北海道営住宅条例施行規則（平成９年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第５条第１項中「テレビジョン」の次に「、インターネット」を加える。
第７条中「別記第２号様式」の次に「（条例第８条の２第１項の規定による決定（以下

「期限付入居決定」という。）に係るものにあっては、別記第２号様式の２）」を加え、同
条の次に次の４条を加える。
（期限付入居決定に係る入居期限）

第７条の２ 条例第８条の２第１項に規定する入居期限は、現に同居し、又は同居しようと
する小学校就学の始期に達するまでの者（該当する者が２人以上あるときは、そのうち年
齢が最も高い者）が 歳に達することとなる日の属する年度の末日とする。
（入居期限前の明渡しの申出）

第７条の３ 条例第８条の２第２項ただし書の申出は、別記第２号様式の３の申出書を支庁
長に提出してしなければならない。
（期限付入居決定に関する説明）

第７条の４ 条例第８条の２第３項（同条第７項において準用する場合を含む。）の説明は、
別記第２号様式の４の説明書を交付して行うものとする。

２ 条例第８条の２第４項（同条第７項において準用する場合を含む。）の書面は、別記第
２号様式の５の承諾書によるものとする。
（入居期限の延長）

第７条の５ 条例第８条の２第６項の規則で定める事情は、期限付入居決定を受けた入居者
が次の各号のいずれにも該当することとする。

条例第６条第２号に掲げる条件を具備していること。
条例第 条第１項各号のいずれにも該当しないこと。
入居期限が到来する日において、同居者に 歳に達していない者があること。

２ 条例第８条の２第６項の申出は、入居期限が到来する日の 日前までに、知事が別に定
める書面を添えて、別記第２号様式の６の申出書を支庁長に提出してしなければならない。
ただし、入居期限が到来する日の 日前の日後において、子の出生等により同項の規則で
定める事情が生じたときは、入居期限が到来する日までの間、当該申出書を支庁長に提出
することができる。

３ 条例第８条の２第６項の規定による延長後の入居期限は、現に付されている入居期限が
到来する日において期限付入居決定を受けた者と同居している 歳に達していない者（該
当する者が２人以上あるときは、そのうち年齢が最も高い者）が 歳に達することとなる
日の属する年度の末日とする。

４ 支庁長は、条例第８条の２第６項の規定により入居期限を延長したときは、同項の申出

をした者に別記第２号様式の７により通知するものとする。
第８条の表１の項のエを削り、同条の次に次の１条を加える。
（特に居住の安定を図る必要がある者）
第８条の２ 条例第９条第４項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とす
る。

歳以上の者でアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 現に同居し、又は同居しようとする者のいずれもが 歳以上の者又は 歳未満の者
であること。
イ 現に同居し、又は同居しようとする者が配偶者のみであること。
ウ 現に同居し、又は同居しようとする者が配偶者及び 歳未満の者のみであること。
エ 現に同居し、又は同居しようとする者がいないこと。
現に同居し、又は同居しようとする者が 歳以上の配偶者のみである者
現に同居し、又は同居しようとする者が 歳以上の配偶者及び 歳未満の者のみであ

る者
政令第６条第１項第６号に該当する者
政令第６条第４項第１号イ又はロのいずれかに該当する者
政令第６条第４項第１号イ又はロのいずれかに該当する者と現に同居し、又は同居し
ようとする者
現に扶養している 歳未満の子と現に同居し、又は同居しようとする寡婦
小学校就学の始期に達するまでの者と現に同居し、又は同居しようとする者
４名以上の者と現に同居し、又は同居しようとする者
３名以上の 歳未満の者と現に同居し、又は同居しようとする者
配偶者からの 力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成 年法律第 号。以下

「配偶者 力防止等法」という。）第１条第２項に規定する被害者でアからウまでのい
ずれかに該当するもの
ア 配偶者 力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は配偶者 力防止
等法第５条の規定による保護が終了した日から起算して５年を経過していない者
イ 配偶者 力防止等法第 条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った
者で当該命令がその効力を生じた日から５年を経過していないもの
ウ 児童福祉法（昭和 年法律第 号）第 条に規定する母子生活支援施設による保
護が終了した日から起算して５年を経過していない者
犯罪被害者等基本法（平成 年法律第 号）第２条第２項に規定する犯罪被害者等

でア又はイのいずれかに該当するもの
ア 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けるこ
とが困難となったと認められる者
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イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住
宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
その他知事が特に居住の安定を図る必要があると認める者

第９条第７項中「別記第７号様式」の次に「（期限付入居決定の場合にあっては、別記第
７号様式の２）」を加える。
第 条第２項中「別記第 号様式」の次に「（子育て世帯向け住宅に係る入居の承継の承

認の場合にあっては、別記第 号様式の２）」を加え、同条第３項中「別記第 号様式」の
次に「（子育て世帯向け住宅に係る入居の承継の承認の場合にあっては、別記第 号様式の
２）」を加える。
第 条の見出し中「 賃」を「 賃等」に改め、同条第１項中「第 条第２項」の次に
「、第 条の３第３項」を加え、「の 賃」の次に「又は条例第 条の３第２項の金銭（以
下「 賃等」という。）」を加え、「、 賃」を「、 賃等」に、「掲げる 賃」を「掲げ
る 賃等」に改め、同条第２項及び第３項中「 賃」を「 賃等」に改める。
第 条中「 賃」を「 賃等」に改める。
第 条の見出し中「 賃」を「 賃等」に改め、同条第１項中「第 条第２項」の次に

「、第 条の３第３項」を加え、「 賃」を「 賃等」に改める。
第 条の次に次の２条を加える。
（入居期限の到来通知）

第 条の２ 条例第 条の２第１項の通知は、別記第 号様式の２によるものとする。
２ 条例第 条の３第１項の通知は、別記第 号様式の３によるものとする。
（入居期限到来後の金銭）

第 条の３ 条例第 条の２第２項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の 賃の額の２倍
に相当する額とする。

２ 条例第 条の３第４項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の 賃の額の２倍に相当す
る額とする。

「 」に改め、同部岩内町の項中「 」を「 」に改め、同部夕張市の項中「 」を
「 」に改め、同部砂川市の項中「 」を「 」に改め、同部旭川市の項中「 」を
「 」に改め、同部網走市の項中「 」を「 」に改め、同部幕別町の項中「 」を
「 」に改め、同部釧路市の項中「 」を「 」に改め、同部根室市の項中「 」

別表第１の１の表道公営住宅の部札幌市の項中「 」を「 」に改め、同部中
「

」
を

「
江別市

江別市
千歳市

」

に改め、同部北広島市の項中「 」を「 」

に改め、同部函館市の項中「 」を「 」に改め、同部小 市の項中「 」を

を「 」に改め、同別表の２の表駐車場の部中
「
恵庭市

に改め、同部函館市の項中「 」を「 」に改め、同部小 市の項中「 」を「 」
に改め、同部岩内町の項中「 」を「 」に改め、同部夕張市の項中「 」を「 」に改め、
同部砂川市の項中「 」を「 」に改め、同部旭川市の項中「 」を「 」に改め、同
部網走市の項中「 」を「 」に改め、同部幕別町の項中「 」を「 」に改め、同部
釧路市の項中「 」を「 」に改め、同部根室市の項中「 」を「 」に改め、同表集

」
を

「

」

恵庭市

千歳市

に改め、同部小 市の項中「８」を「９」に改め、同部岩見沢市の項中「 」を「 」に改め、

会所の部札幌市の項中「 」を「 」に改め、同部中
「
北広島市

」
を

「
千歳市

北広島市

」

に改め、同部石狩市の項中「 」を「 」に改め、同部函館市の項中「 」を「 」

同部中
「

」
を

「
滝川市

砂川市
砂川市

に改め、同部名寄市の項中「 」を「 」に改め、同部留萌市の項中「 」を「 」に改め、同
部北見市の項中「 」を「 」に改め、同部網走市の項中「 」を「 」に改め、同部登別市の

」

に改め、同部旭川市の項中「 」を「 」
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項中「 」を「 」に改め、同部中
「
浦河町

」
を

「

」

に、
「浦河町

新ひだか町

」
を

「
音更町

音更町
幕別町

」

に、
「
根室市

」
を

「
根室市

中標津町

」

に改め、同表高齢者生活相談所の部中
「
江別市

」
を

「

」

江別市

千歳市

に、
「

」
を

「
網走市

網走市
幕別町

」

に改める。

別表第２中「 賃」を「 賃等」に改める。

別表第４中
「

大麻西町団地駐車場

」
を

「
大麻西町団地駐車場

円
千 歳 市 やまとの杜団地駐車場

」

に改め、同表函館市の部中
「円
高田屋通団地駐車場

円

」
を

「
高田屋通団地駐車場

田 町団地駐車場

谷地頭町団地駐車場

円 上湯川 団地駐車場

日吉町団地駐車場

東坂団地駐車場

旭森団地駐車場

」

に改め、同表小 市の部中
「

円

円

円

円 奥沢中央団地駐車場

円

円

円

」
を

「
奥沢中央団地駐車場

円
築港団地駐車場

」

に改め、同表砂川市の部中
「円

三砂団地駐車場
円
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に改める。
別記第２号様式の次に次の６様式を加える。
別記第２号様式の２（第７条関係）

北海道営住宅期限付入居決定通知

あなたは、審査の結果、道営住宅（子育て世帯向け住宅）に入居できることとなり
ました。
つきましては、次のとおり必要な手続をしてください。
なお、この手続を期限内に行わなかったときは、この入居の決定を取り消すことが
ありますので注意してください。
また、何らかの理由により、期限内に手続を行うことができないときは、あらかじ
め御連絡ください。

年 月 日
様

北海道 支庁長 印
記

１ 期限付入居決定をした住宅等

」
を

「
三砂団地駐車場

円
三砂ふれあい団地駐車場

」

に改め、同表旭川市の部中
「円
神居団地駐車場

円

」
を

「
神居団地駐車場

円
宮下西団地駐車場

」

に改め、同表網走市の部中
「円

中央公園団地
円

」
を

「
中央公園団地駐車場

駐車場 円
サンガーデン鉄南団地

」

に改め、同表幕別町の部中
「円

若草団
駐車場 円

」
を

「
若草団地駐車場

地駐車場 円
とかち野団地駐

」

に改め、同表根室市の部中
「円

車場 円

」
を

「
パークタ

パークタウン明治団地駐車場 円
であえー

」

に改める。
ウン明治団地駐車場 円

る明治団地駐車場 円

別記第１号様式（表）中

希
望
の
団
地
等

団地・
地区名

特定目的
住宅への
入居希望

希 望 希望する・希望しない

希望する目的の住宅

間取り 階数 特殊事情

適 用

「

」
を

希
望
の
団
地
等

住 宅 区 分 一般住宅又は特定目的住宅・子育て世帯向け住宅

団地・地区名 間取り 階数

特定目的住宅
への入居希望

入居を

希望する・しない

希望する目的の住宅

特殊事情

摘 要

「

」

団地名 住棟名 住戸番号 （ 階）

団地の所在地
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２ この住宅の入居期限
年 月 日

（北海道営住宅条例第８条の２第６項の規定により入居期限が延長された場合を
除き、この入居期限までに子育て世帯向け住宅を明け渡していただきます。）

３ 必要な手続
北海道営住宅入居請書を提出すること。
賃の２月分に相当する額の敷金を別添の納入通知書により納付すること。

４ 手続の期限
年 月 日

別記第２号様式の３（第７条の３関係）

子育て世帯向け住宅の入居期限前明渡申出書
年 月 日

北海道 支庁長 様
入居者 氏 名

子育て世帯向け住宅を入居期限の到来前に明け渡したいので、北海道営住宅条例第
８条の２第２項ただし書の規定により、次のとおり申し出ます。

記
１ 入居中の子育て世帯向け住宅の名称等
団地名
住棟名
住戸番号 （ 階）
団地の所在地

２ 明渡予定日
年 月 日

３ 明渡しの理由

別記第２号様式の４（第７条の４関係）
その１（期限付入居決定に係る説明）

子育て世帯向け住宅の期限付入居決定に関する説明書
年 月 日

現住所
氏 名 様

北海道 支庁長 印

子育て世帯向け住宅の期限付入居決定をするに当たり、北海道営住宅条例第８条の
２第３項の規定により、あらかじめ次のとおり説明します。

記
１ 入居予定の子育て世帯向け住宅の名称等
団地名
住棟名
住戸番号 （ 階）
団地の所在地

２ 入居期限
１の子育て世帯向け住宅の入居期限は、北海道営住宅条例施行規則第７条の２
の規定により 年 月 日までとします。
この入居期限は、延長された場合を除き、入居期限の到来によってその効力を
失いますので、必ず、当該入居期限が到来する日までに１の子育て世帯向け住宅
を明け渡さなければなりません。

３ 入居期限の延長
次のアからウまでのいずれにも該当する場合は、同居している 歳に達してい

ない者（該当者が２人以上あるときは、そのうち年齢が最も高い者）が 歳に達
することとなる日の属する年度の末日まで入居期限を延長することができます。
ア 北海道営住宅条例第６条第２号に掲げる条件を具備していること。
イ 北海道営住宅条例第 条第１項各号のいずれにも該当しないこと。
ウ 入居期限が到来する日において、同居者に 歳に達していない者があること。
入居期限の延長を受けようとする場合は、入居期限が到来する日の 日前まで

に別記第２号様式の６の申出書を支庁長に提出しなければなりません。ただし、
入居期限の到来する日の 日前の日後において、子の出生等により のアからウ
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までに該当する事情が生じた場合には、入居期限が到来する日まで当該申出書を
提出することができることとします。

その２（入居期限の延長に係る説明）

子育て世帯向け住宅の入居期限の延長に関する説明書
年 月 日

入居者 氏 名 様
北海道 支庁長 印

子育て世帯向け住宅の入居期限を延長するに当たり、北海道営住宅条例第８条の２
第７項において準用する同条第３項の規定により、あらかじめ次のとおり説明します。

記
１ 入居中の子育て世帯向け住宅の名称等
団地名
住棟名
住戸番号 （ 階）
団地の所在地

２ 延長後の入居期限
１の子育て世帯向け住宅の延長後の入居期限は、北海道営住宅条例施行規則第
７条の５第３項の規定により 年 月 日までとします。
この延長後の入居期限は、再度延長された場合を除き、延長後の入居期限の到
来によってその効力を失いますので、必ず、当該延長後の入居期限が到来する日
までに１の子育て世帯向け住宅を明け渡さなければなりません。

３ 入居期限の再延長
次のアからウのいずれにも該当する場合は、同居している 歳に達していない

者（該当者が２人以上あるときは、そのうち年齢が最も高い者）が 歳に達する
こととなる日の属する年度の末日まで延長後の入居期限を延長することができま
す。
ア 北海道営住宅条例第６条第２号に掲げる条件を具備していること。
イ 北海道営住宅条例第 条第１項各号のいずれにも該当しないこと。
ウ 延長後の入居期限が到来する日において、同居者に 歳に達していない者が
あること。

延長後の入居期限の延長を受けようとする場合は、延長後の入居期限の到来す
る日の 日前までに別記第２号様式の６の申出書を支庁長に提出しなければなり
ません。ただし、延長後の入居期限の到来する日の 日前の日後において、子の
出生等により のアからウまでに該当する事情が生じた場合には、延長後の入居
期限が到来する日まで当該申出書を提出することができることとします。

別記第２号様式の５（第７条の４関係）
その１（期限付入居決定に係る説明の承諾）

子育て世帯向け住宅の期限付入居決定に関する承諾書
年 月 日

北海道 支庁長 様
現住所
氏 名

子育て世帯向け住宅の期限付入居決定について、次のとおり説明を受け、承諾しま
した。

記
１ 入居予定の子育て世帯向け住宅の名称等
団地名
住棟名
住戸番号 （ 階）
団地の所在地

２ 入居期限
１の子育て世帯向け住宅の入居期限は、北海道営住宅条例施行規則第７条の２
の規定により 年 月 日までであること。
この入居期限は、延長された場合を除き、入居期限の到来によってその効力を
失うので、必ず、当該入居期限が到来する日までに１の子育て世帯向け住宅を明
け渡さなければならないこと。

３ 入居期限の延長
次のアからウのいずれにも該当する場合は、同居している 歳に達していない

者（該当者が２人以上あるときは、そのうち年齢が最も高い者）が 歳に達する
こととなる日の属する年度の末日まで入居期限を延長することができること。
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ア 北海道営住宅条例第６条第２号に掲げる条件を具備していること。
イ 北海道営住宅条例第 条第１項各号のいずれにも該当しないこと。
ウ 入居期限が到来する日において、同居者に 歳に達していない者があること。
入居期限の延長を受けようとする場合は、入居期限が到来する日の 日前まで

に別記第２号様式の６の申出書を支庁長に提出しなければならないこと。ただし、
入居期限が到来する日の 日前の日後において、子の出生等により のアからウ
までに該当する事情が生じた場合には、入居期限が到来する日まで当該申出書を
提出することができること。

その２（入居期限の延長に係る説明の承諾）

子育て世帯向け住宅の入居期限の延長に関する承諾書
年 月 日

北海道 支庁長 様
入居者 氏 名

子育て世帯向け住宅の入居期限の延長について、次のとおり説明を受け、承諾しま
した。

記
１ 入居中の子育て世帯向け住宅の名称等
団地名
住棟名
住戸番号 （ 階）
団地の所在地

２ 延長後の入居期限
１の子育て世帯向け住宅の延長後の入居期限は、北海道営住宅条例施行規則第
７条の５第３項の規定により 年 月 日までであること。
この延長後の入居期限は、再度延長された場合を除き、延長後の入居期限の到
来によってその効力を失うので、必ず、当該延長後の入居期限が到来する日まで
に１の子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならないこと。

３ 入居期限の再延長
次のアからウのいずれにも該当する場合は、同居している 歳に達していない

者（該当者が２人以上あるときは、そのうち年齢が最も高い者）が 歳に達する

こととなる日の属する年度の末日まで延長後の入居期限を延長することができる
こと。
ア 北海道営住宅条例第６条第２号に掲げる条件を具備していること。
イ 北海道営住宅条例第 条第１項各号のいずれにも該当しないこと。
ウ 延長後の入居期限が到来する日において、同居者に 歳に達していない者が
あること。
延長後の入居期限の延長を受けようとする場合は、延長後の入居期限が到来す
る日の 日前までに別記第２号様式の６の申出書を支庁長に提出しなければなら
ないこと。ただし、延長後の入居期限が到来する日の 日前の日後において、子
の出生等により のアからウまでに該当する事情が生じた場合には、延長後の入
居期限が到来する日まで当該申出書を提出することができること。

別記第２号様式の６（第７条の５関係）

子育て世帯向け住宅の入居期限延長申出書
年 月 日

北海道 支庁長 様
入居者 氏 名

子育て世帯向け住宅に係る期限付入居決定の入居期限の延長を受けたいので、北海
道営住宅条例第８条の２第６項の規定により、関係書類を添えて、次のとおり申し出
ます。

記
１ 入居中の子育て世帯向け住宅の名称等
団地名
住棟名
住戸番号 （ 階）
団地の所在地

２ 現に付されている入居期限
年 月 日

別記第２号様式の７（第７条の５関係）

子育て世帯向け住宅の入居期限延長通知
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年 月 日
入居者 氏 名 様

北海道 支庁長 印

年 月 日付けで申出のあった子育て世帯向け住宅に係る期限付入居決
定の入居期限の延長については、次のとおり決定したので通知します。

記
１ 入居期限を延長した子育て世帯向け住宅の名称等
団地名
住棟名
住戸番号 （ 階）
団地の所在地

２ 延長後の入居期限
年 月 日

（北海道営住宅条例第８条の２第６項の規定により入居期限が再度延長された場
合を除き、この入居期限までに子育て世帯向け住宅を明け渡していただきます。）

別記第７号様式の次に次の１様式を加える。
別記第７号様式の２（第９条関係）

北海道営住宅期限付入居許可書

氏 名 様

北海道営住宅条例（平成９年北海道条例第 号）の規定に基づき、次のとおり北海
道営住宅（子育て世帯向け住宅）に入居することを許可します。
住宅の使用に当たっては、北海道営住宅条例その他の法令を遵守し、適正に使用し
てください。

年 月 日
北海道 支庁長 印

１ 入居を許可する住宅等

団地の所在地
団地・住宅番号 団地 棟 号室
住宅の構造等 年建設 造 建 住戸専用面積

２ 入居を許可する者（入居者及び同居親族）

氏 名 続柄 生年月日 備 考 氏 名 続柄 生年月日 備 考
本人 ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

３ 認定した収入月額及び決定した 賃月額

年間所得総額

控
除
額
の
内
訳

同居・扶養控除額
老 人 扶 養 控 除 額
特定扶養親族控除額
障 害 者 控 除 額
特別障害者控除額
老 年 者 控 除 額
寡婦（夫）控除額

控除

円× 人
円× 人
円× 人
円× 人
円× 人
円× 人
円× 人
額合計

控除額の合計
認定収入年額

収 入 月 額

収入階層

本 年 度 の
賃 月 額

４ 入居可能日及び入居の指定期間

入居可能日 年 月 日 入居の指定期間
入居可能日から

年 月 日まで

５ 入居手続の状況

請書の提出 年 月 日 敷金の納付 年 月 日 納付額 円
子育て世帯向け住宅の期限付入居決定に関する承諾書の提出 年 月 日

６ 入居期限
この住宅は、北海道営住宅条例第８条の２第１項の規定により、入居期限を付し
て入居の決定を行ったため、入居期限が到来する日までに住宅を明け渡さなければ
なりません。
なお、この住宅の入居期限の到来する日は、 年 月 日です。

注 この許可書の内容に反して入居した場合その他不正の行為により入居した場合には、
直ちに住宅の明渡しを求めることがあります。
別記第 号様式の次に次の１様式を加える。

別記第 号様式の２（第 条関係）

子育て世帯向け住宅入居承継承認申請書
年 月 日
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北海道 支庁長 様

申請者 氏 名

次の理由により、子育て世帯向け住宅に引き続き居住したいので、申請します。
なお、この住宅には、入居の決定に 年 月 日までの入居期限が付され
ており、入居期限が到来する日をもって当該決定は効力を失うこと及び入居期限が到
来する日までにこの住宅を明け渡さなければならないことは承知しています。

別記第 号様式の次に次の１様式を加える。
別記第 号様式の２（第 条関係）

子育て世帯向け住宅入居承継承認通知

氏 名 様

先に申請のありました子育て世帯向け住宅の入居の承継について、次のとおり承認
します。
なお、この住宅は、北海道営住宅条例第８条の２第６項の規定により入居期限が延
長された場合を除き、入居期限である 年 月 日までに明け渡さなければ
なりません。

住
宅
等

所在地・団地名等 団地 棟 号

現在の入居者氏名 入居年月日

現入居者の
異動の内容

異動事実の発生した日
年 月 日

現
同
居
者

氏 名 続柄 生年月日 備 考 氏 名 続柄 生年月日 備 考
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

新入居者 氏 名 現 入 居 者 と の 続 柄

注１ 太枠の部分に記入してください。
２ 引き続き居住される方全員の所得を証明する書面及び現入居者が異動した事実を
示す書面を添付してください。

処理欄

年間所得総額

控
除
額
の
内
訳

同居・扶養控除額
老 人 扶 養 控 除 額
特定扶養親族控除額
障 害 者 控 除 額
特別障害者控除額
老 年 者 控 除 額
寡婦（夫）控除額

控除

円× 人
円× 人
円× 人
円× 人
円× 人
円× 人
円× 人
額合計

控除額の合計
認定収入年額

収 入 月 額

収入超過基準

収入階層 裁 裁
賃滞納状況 なし・あり（金額： 円 月数： ）

受付印
承認の適否 収入申告・ 賃減免に関する処理欄

制度説明 年 月 日
用紙交付 年 月 日

住
宅
等

所在地・団地名等 団地 棟 号

現在の入居者氏名 入居年月日

現入居者の
異動の内容

異動事実の発生した日
年 月 日

現
同
居
者

氏 名 続柄 生年月日 備 考 氏 名 続柄 生年月日 備 考
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

新入居者 氏 名 現 入 居 者 と の 続 柄

年 月 日

北海道 支庁長 印

別記第 号様式の次に次の２様式を加える。
別記第 号様式の２（第 条の２関係）

子育て世帯向け住宅の入居期限到来通知書
年 月 日

入居者 氏 名 様

北海道 支庁長 印
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北海道営住宅条例第 条の２第１項の規定により、次のとおり通知します。
次の子育て世帯向け住宅の期限付入居決定は、入居期限の到来をもってその効力を
失いますので、必ず、入居期限が到来する日までに住宅を明け渡してください。
なお、北海道営住宅条例第８条の２第６項の規定により、入居期限の延長について
申出をしようとするときは、別途必要な手続きを行ってください。

記

１ 子育て世帯向け住宅の名称等
団地名
住棟名
住戸番号 （ 階）
団地の所在地

２ 入居期限 年 月 日

別記第 号様式の３（第 条の２関係）

子育て世帯向け住宅の入居期限到来通知書
年 月 日

入居者 氏 名 様

北海道 支庁長 印

北海道営住宅条例第 条の３第１項の規定により、次のとおり通知します。
次の子育て世帯向け住宅の期限付入居決定は、入居期限の到来をもってその効力を
失いますが、この通知の日から６月を経過した日の前日まで明渡しを猶予することと
します。この場合、入居期限が到来した日の翌日から子育て世帯向け住宅の明渡しを
行う日又はこの通知の日から６月を経過した日の前日のいずれか早い日までの期間に
ついて、毎月、北海道営住宅条例第 条第１項の 賃に相当する額の金銭を徴収する
こととします。
なお、北海道営住宅条例第８条の２第６項の規定により、入居期限の延長について
申出をしようとするときは、別途必要な手続きを行ってください。

記
１ 子育て世帯向け住宅の名称等
団地名

住棟名
住戸番号 （ 階）
団地の所在地

２ 入居期限 年 月 日

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号
に定める日から施行する。
別表第１の１の表道公営住宅の部根室市の項、同別表の２の表駐車場の部根室市の項
及び別表第４根室市の部の改正規定 平成 年 月 日
別表第１の１の表道公営住宅の部砂川市の項及び同別表の２の表駐車場の部砂川市の
項の改正規定、同表集会所の部の改正規定（砂川市に係る部分に限る。）並びに別表第
４砂川市の部の改正規定 平成 年１月１日
別表第１の１の表道公営住宅の部岩内町の項、夕張市の項、旭川市の項、網走市の項、
幕別町の項及び釧路市の項並びに同別表の２の表駐車場の部岩内町の項、夕張市の項、
旭川市の項、網走市の項、幕別町の項及び釧路市の項の改正規定、同表集会所の部の改
正規定（旭川市、網走市及び幕別町に係る部分に限る。）、同表高齢者生活相談所の部
の改正規定（幕別町に係る部分に限る。）並びに別表第４旭川市の部、網走市の部及び
幕別町の部の改正規定 平成 年１月 日
別表第１の１の表道公営住宅の部の改正規定（札幌市、千歳市、北広島市及び小 市

に係る部分に限る。）、同別表の２の表駐車場の部の改正規定（千歳市及び小 市に係
る部分に限る。）、同表高齢者生活相談所の部の改正規定（千歳市に係る部分に限
る。）及び別表第４の改正規定（千歳市及び小 市に係る部分に限る。） 平成 年２
月１日

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道営住宅条例施行規則の規定に基
づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の北海道営住宅
条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

北海道青少年問題協議会条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道青少年問題協議会条例施行規則を廃止する規則
北海道青少年問題協議会条例施行規則（昭和 年北海道規則第５号）は、廃止する。



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年 月 日（金曜日）

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

訓 令

北海道訓令第 号

本 庁
出 先 機 関

北海道職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令

北海道職員の勤務時間に関する規程（昭和 年北海道訓令第１号）の一部を次のように改
正する。
第４条を削り、第５条を第４条とする。
第５条の２中「、休憩時間及び休息時間」を「及び休憩時間」に、「から第４条まで」を

「及び第３条」に改め、同条を第５条とする。
第６条中「前条」を「第４条」に改める。
附 則

この訓令は、平成 年４月１日から施行する。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


